
広島県私立学校耐震化緊急促進事業費補助金交付要綱 

 

平成２１年３月５日  学事第１３３号 

（平成２１年１１月２０日 一部改正） 

（平成２３年 ８月 ５日 一部改正） 

（平成２５年 ３月２８日 一部改正） 

（平成２７年 ６月１６日 一部改正） 

（平成２８年 ６月２８日 一部改正） 

（平成２８年１０月１１日 一部改正） 

（平成３１年 ４月 １日 一部改正） 

（令和 ３年 ４月２７日 一部改正） 

（令和 ３年１１月 ９日 一部改正） 

（令和 ５年 ４月 １日 一部改正） 

（令和 ５年 ５月 １日 一部改正） 

 

 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、県内に設置された私立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校（以下「私立学校」

という。）における学校施設の安全性を確保し、在籍する生徒等の生命を守り、また、災害時には

避難場所の拠点としての機能を果たすため、学校法人が行う私立学校の校舎等の耐震工事に要す

る経費の一部に対し、予算の範囲内において、広島県私立学校耐震化緊急促進事業費補助金（以

下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、広島県補助金等交付規則（昭

和４８年広島県規則第９１号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定める

ところによる。 

 

 （補助対象事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる学校の区分、事業及び経費並びに補助率は別表に掲げるとおりと

する。 

 

 （補助金の不交付等） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する学校法人に対しては、その状況に

応じ、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。 

（１）役員間、教職員間又はこれら両者間において訴訟の継続その他内紛があり、長期にわたり運営

が著しく阻害されているもの 

（２）広島県、日本私立学校振興・共済事業団、公益財団法人広島県私学振興財団、公益財団法人広

島県私立幼稚園連盟若しくは公益社団法人広島県専修学校各種学校連盟に対する債務償還又は公

租公課（私立学校教職員共済の掛金を含む。）の納付を１年以上怠っているもの 

（３）破産手続開始決定を受け、若しくは負債総額が資産総額を上回り、又は銀行取引停止処分を受

ける等財政事情が極度に窮迫しているもの 

（４）法令の規定に違反し、又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反し、相当期間を経過してい



ないもの 

（５）経理その他の事務処理が著しく適正を欠き、補助金に係る事業の適正な執行を期しがたいもの 

（６）その他補助金交付の目的を達成する見込みがないと認められるもの 

 

２ 設置する学校が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該学校は、当該学校法人に対する

補助金の算定対象から除外する。 

（１）教育条件が極めて低く、補助効果が期待できない学校 

（２）教職員の争議行為等により、現に教育・研究その他の学校運営が著しく阻害されており、その

期間が長期に及んでいる学校 

（３）教育及び研究に関する機能の全部又は一部を長期間休止している学校 

 

 （交付の申請） 

第４条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書及びその様式は、別記第１号様式のとおり

とし、提出部数は１部とする。 

２ 前項の申請書提出時期は、別に定める。 

 

 （補助金の交付の条件） 

第５条 規則第５条第１項の規定により付する条件は次のとおりとする。 

（１）補助事業経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）、及び補助事業の内容の変更（軽微な変更を

除く。）をする場合においては、知事の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は、廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、

速やかに知事に報告して、その指示を受けること。 

（４）補助事業を行う学校法人は、交付決定を受けた日の属する年度中に工事を完了させ、指定期日

までに知事の完了検査を受けなければならない。 

（５）補助対象になった施設については、避難場所として活用すること。（情報提供は工事完了後、学

校法人が行う。） 

２ 第１項第１号の規定によって、軽微な変更として処理できる範囲は、幼稚園にあっては幼稚園施

設整備要綱第１０条、私立学校（幼稚園を除く。）にあっては高機能化要綱第１１条に定める軽微な

変更に該当する場合とする。 

３ 補助事業者が第１項第１号及び第２号の規定により知事の承認を受けようとする場合の申請書の

様式は、次のとおりとする。 

 一 補助事業変更承認申請書 別記第２号様式 

 二 補助事業中止（廃止）承認申請書 別記第３号様式 

４ 補助事業者が第１項第３号による報告をする場合の様式は、次のとおりとする。 

 一 事業期間延長承認申請書 別記第４号様式 

５ 第１項第４号の指定期日は、別に定める。 



 

 （申請の取下げ） 

第６条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、規則第６条の通知

を受領した日から起算して１０日以内とする。 

 

 （状況報告） 

第７条 補助事業者は、知事が指示する場合には、別記第５号様式により事業遂行状況報告書を提出

しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第８条 規則第１２条の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記第６号様式のとおりとし、そ

の提出期限は当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算し

て３０日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度４月１０日のいずれか早い日

とする。 

 

 （補助金の交付） 

第９条 補助金は補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

 （帳簿等の保存期間） 

第１０条 規則第２１条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業

の完了の日から起算して５年を経過した日の属する県の会計年度の末日までとする。 

 

 （財産の処分の制限） 

第１１条 規則第２２条ただし書の規定による知事が定める期間は、「補助事業者等が補助事業等によ

り取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は

効用の増加した財産の処分制限期間（平成１４年３月２５日文部科学省告示第５３号）」の別表に定

められた期間とする。 

 

 （実施細則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に定める。 



   附 則 

 この要綱は、平成２１年３月５日から施行し、平成２０年度分、平成２１年度分及び平成２２年度

分の補助金のみ適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年３月２８日から施行し、平成２５年度分から平成２７年度分までの補助金

に適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年６月１６日から施行し、平成２７年度分の補助金に適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２８年６月２８日から施行し、平成２８年度分から平成３０年度分までの補助金

に適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２８年１１月１０日から施行し、平成２９年度分及び平成３０年度分の補助金に

適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度分及び令和２年度分の補助金に適用す

る。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月 27 日から施行し、令和３年度分及び令和４年度分の補助金に適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年１１月９日から施行し、令和３年度分及び令和４年度分の補助金に適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度分及び令和６年度分の補助金に適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年５月１日から施行し、令和５年度分及び令和６年度分の補助金に適用する。 

 

 



別表 

※１ 年度ごとの１学校あたりの補助対象経費は４００万円以上１億８千万円以下とする。また、その

うち１棟あたりの補助対象経費は１億円以下とする。 

※２ 耐震改築工事に必要な経費（実費）の方が低い金額の場合は、実費を補助対象経費とする。 

※３ 補助金と国庫補助金の合計額が、補助対象経費の１／２を超える場合は、補助金と国庫補助金の

合計額が１／２となる額を限度とする。 

学校の区分 事業 経費 補助率 

幼稚園 

私立学校施設整備費補助金（私立幼稚

園施設整備費）交付要綱（平成１１年

４月１日文部大臣裁定）（以下「幼稚

園施設整備要綱」という。）に定める

耐震補強工事及び改築工事（耐震化工

事に限る。以下「耐震改築工事」とい

う。）に基づき、国の補助対象となっ

た事業 

(1) 耐震補強工事の場合 

国の補助対象となった経費 

※１を満たすこと 

 

(2) 耐震改築工事の場合 

学校施設環境改善交付金の当該

年度の耐震補強単価に改築工事に

係る延床面積を乗じた額（既存建

物の延床面積を上限） 

※１・２を満たすこと 

６分の１ 

以内 

※３を満た

すこと 

小学校、中学校、

高等学校 

私立学校施設整備費補助金（私立学校

教育研究装置等施設整備費（私立高等

学校施設等高機能化整備費））交付要

綱（平成１３年４月１日文部科学大臣

裁定）（以下「高機能化要綱」という。）

に定める防災機能強化施設整備（耐震

補強工事及び耐震改築工事）に基づ

き、国の補助対象となった事業 


